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ような検討がなされ、その上でどのような取り組みが行われたのかを検討する。これらの

検討を通して、NPO 等が行政や他の NPO 等と連携･協働する際の課題を明らかにする。ま

た、この事業のような委託事業を受託し、実施するプロセスに沿って、どのような課題が

あるのかを検討し、委託事業の受託によって NPO 等の力量や運営体制を発展させるための

方策を検討する。 
 

 

２．大分県における NPO 法人の状況 

 

 大分県は、人口で全国 33 位、面積で 22 位、工業生産額で 24 位、と典型的な地方県と捉

えられる。これに対し、NPO 法人の設立状況はやや特徴的である。大分県生活環境部県民

生活･男女共同参画課による平成 25 年 1 月末現在のまとめによれば、大分県の認証法人数

は 493 であり、人口 10 万人あたりの法人数で見ると九州 7 県で 2 位、全国で 6 位という状

況である（平成 24 年 12 月末現在）。人口の割に多くの NPO 法人が設立されていると捉え

られる。平成 10 年 3 月に制定された非営利活動促進法を受けて大分県でも NPO 法人の設

立が進み、特に平成 15 年度から 18 年度にかけては 50 から 60 程度の法人が設立されてい

る（図 1）2）。近年は一年度につきおおむね 30 法人ほどが設立されている。このことから、

大分県においても、NPO 法人の設立が脚光を浴び活発に法人の設立が行われる「導入期」

を通過し、現在は NPO 法人が着実に設立されつつその活動内容や運営のノウハウなどが問

われる「発展期」に入りつつあると捉えることができる。しかし、これまでに 12 法人が解

散しており、解散はしていないものの休眠状態にある法人はその何倍あるいは何十倍にも

なると考えられる。NPO 法人の設立・運営･解散が自主的判断に基づくものである以上、あ

る程度休眠や解散という事例が出てくることは避けがたいが、NPO 法人に対する支援を有

効に行うことで休眠や解散を回避するような支援が必要であろう。 

 
図 1 大分県における年度別 NPO 法人認証数 
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図 2 認証 NPO 法人の活動分野 

 

また休眠･解散問題に加え、それぞれの NPO 法人がどのような領域で、どのような内容

の活動をどの程度積極的に行っているかという問題を検討する必要がある。法人申請時に

申告された法人の活動内容は図 2 のようになっている。「保健・医療・福祉」が 308 法人

ともっとも多く、認証法人の 62.5％がこの分野で活動している（活動分野は重複して申告

されている）。続いて多い活動分野が「まちづくり（289 法人、58.6％）」、「社会教育（260

法人、52.7％）」、「子どもの健全育成（260 法人、52.7％）」、「NPO の連絡助言援助（252

法人、51.1％）」などとなっており、これら上位 5 位までの分野は過半数の NPO 法人が活

動分野としている 3）。 

これらの活動分野が複数選択することができるため、当該の分野についてどの程度重点

的に活動しているかには少なからぬ差異があると考えられる。また、これらの分野を申請

時に申告した法人が全体として休眠状態になっていたり、活動分野が変化していたりする

ことも考えられる。 

しかし、そのことを踏まえた上でも、社会教育全体が NPO の活動分野と捉えられており、

さらに社会教育において中心的な活動に含まれる「まちづくり」や「子どもの健全育成」

なども上位にあげられていることを考えると、NPO 法人の活動分野として社会教育はかな

り重要であるといえる。換言すれば、社会教育の様々な実践において NPO 法人が果たす役

割が重要になってきているであろうことも推察できる。 

このように、多くの NPO 法人が社会教育のフィールドを活動分野としていることを考え

ると、近年の社会教育関係職員･予算の削減を受けた行政直営事業の縮小に対する補完とい

う消極的な意味でも、従来の行政事業とは質的に異なる新しい方式や着眼点による効果的

事業の開発という積極的な意味でも、社会教育の領域において NPO 法人の果たす役割は大

きいと捉えることができる。 

 市町村別の NPO 法人数をまとめると、図 3 のようになる。大分市に所在する法人が 228

で 46.2％ と半数近くを占めている。これに別府市の 52 法人（10.5％）を加えると、280 法
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図 3 各市町村の認証 NPO 法人が県全体の中で占める割合 

 

人（56.7％）が県中部の大分市と別府市に集積していることになる。これらの NPO 法人に

は全県的に活動している法人もあるので、県内の NPO 法人がカバーする地域については別

途詳細な検討が必要であろうが、概観すれば、小規模市町村になるほど NPO 法人との連携･

協働を行うことが距離的・時間的困難を伴うであろうことが推察できる。特に組織や予算

規模が小さい、あるいは事業委託などを受けていない法人にとっては、遠隔地まで出かけ

て活動することが財政的にも人材のやりくりの面からも厳しい状況が見受けられるだけに、

このような NPO 法人の地域的偏在は、NPO 法人との連携･協働を基軸とした新しい取り組

みを行う上で足かせとなってくることが考えられる。 

 

 

３．社会教育における「新しい公共」との連携･協働に向けて 

 

（１）大分県協働推進会議と大分県新しい公共支援事業運営委員会 

 「新しい公共」に資する取り組み、その中での行政、企業、NPO 等の連携･協働に向けて

は、まずそれら取り組みについての政策や施策、指針が必要であり、その上で具体的取り

組みについての助言や支援が必要である。 

 大分県においては、行政、企業、NPO の協働のあり方についての評価および提言に関す

ること、その他、県と県民との協働推進のための重要事項の県等に関すること、を審議す

るために、平成 18 年 3 月から大分県協働推進会議が設置されている。筆者は平成 22 年度

以降この会議の会長を務めている。 

協働の指針という部分について、大分県では、平成 17 年 3 月に「大分県における NPO

との協働方針～大分 NPO しんけん協働指針～」が策定され、平成 24 年 3 月にはこれが「心

の通い合う地域づくりのための協働指針～互いに支え合う心豊かな大分県を目指して～」

として改定された４）。この指針の中では、指針策定の趣旨や目指す地域社会像を示した上
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